
御

子

左

家

の

悲

願

と

成

就

1
－
額
実
歌
一
首
を
　
め
　
ぐ
　
っ
　
て
－

は
　
じ
　
め
　
に

た
ら
ち
わ
の
お
よ
は
ず
遠
き
あ
と
す
ぎ
て
道
を
き
は
む
る
和
歌
の
活
人

貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
　
四
月
、
『
関
白
左
大
臣
家
百
首
』
述
懐
題
で
定
家
が

詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
同
年
一
月
三
十
日
、
定
家
は
七
十
一
歳
の
高
齢
で
権
中
納

言
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
権
中
納
言
を
十
二
月
十
五
日
に
は
辞
す
の
で
、

「
正
二
位
権
中
納
言
」
、
こ
れ
が
定
家
の
極
位
極
官
で
あ
る
。
文
字
通
り
「
道

を
き
わ
」
め
た
感
慨
に
溢
れ
て
い
る
。

五
歳
で
叙
爵
し
て
以
来
、
六
十
六
年
に
亘
る
官
人
生
活
で
あ
っ
た
が
、
定
家

が
終
生
不
遇
意
識
を
持
ち
、
官
途
に
熱
意
を
燃
や
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
定
家
が
任
官
・
昇
階
し
た
折
の
喜
び
の

歌
や
、
他
人
か
ら
贈
ら
れ
た
祝
い
の
歌
と
返
歌
な
ど
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
久
保
田
淳
氏
の
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
』
（
河
出
書
房
新
社
、

山

　

崎

　

桂

　

子

昭
和
六
十
年
）
　
に
集
成
さ
れ
、
訳
注
が
施
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
多
大
の
学
恩

を

悉

く

し

て

い

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

と
こ
ろ
で
、
た
ま
た
ま
太
政
大
臣
藤
原
頼
実
の
逸
文
歌
を
拾
っ
て
い
た
と
こ
　
け

ろ
、
定
家
の
任
参
議
を
祝
う
歌
吉
に
し
た
。
『
続
後
撰
集
』
神
祇
五
五
〇
に
－

入
失
す
る
、
次
の
歌
で
あ
る
。

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
、
む
か
し
述
懐
歌
に
、
春
日
野
の
お
ど
ろ
の
み

ち
の
む
も
れ
水
す
ゑ
だ
に
神
の
し
る
し
あ
ら
は
せ
、
と
よ
み
て
侍
り

け
る
を
、
前
中
納
言
定
家
は
か
ら
ざ
る
に
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
侍
り
し

あ
し
た
、
か
の
歌
を
思
ひ
い
で
て
よ
ろ
こ
び
申
し
つ
か
は
す
と
て

六
条
入
道
前
太
政
大
臣

い
に
L
へ
の
お
ど
ろ
の
み
ち
の
こ
と
の
は
を
け
ふ
こ
そ
神
の
し
る
L
と
は

見
れ

大
方
の
人
は
御
承
知
の
と
こ
ろ
か
と
も
思
う
が
、
定
家
の
返
歌
は
不
詳
で
あ
る



も
の
の
、
定
家
年
表
に
一
項
加
え
て
も
よ
い
事
か
と
思
い
、
小
文
を
草
す
る
次

第
で
あ
る
。

一
、
頬
　
実

当
該
歌
の
作
者
六
条
入
道
前
太
政
大
臣
は
、
北
家
師
実
流
の
藤
原
頼
実
（
大

炊
御
門
流
）
。
久
寿
二
年
（
二
五
五
）
生
ま
れ
。
父
は
二
条
天
皇
親
政
派
で
、

（1）

永
暦
元
年
二
一
六
〇
）
別
当
惟
方
と
共
に
後
白
河
院
の
御
心
に
背
い
た
か
ど

で
、
連
流
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
大
納
言
経
宗
で
あ
る
。
経
宗
は
後

に
召
還
さ
れ
、
復
任
し
て
左
大
臣
に
登
っ
た
。

頼
実
も
官
途
を
順
調
に
歩
み
、
正
治
元
年
二
一
九
九
）
　
に
は
右
大
臣
か
ら

太
政
大
臣
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
兼
宣
旨
も
な
く
（
『
公
卿
補
任
』
）
、
「
俄
か
の

推
任
」
（
『
明
月
記
』
）
　
で
あ
っ
た
と
い
う
。
『
愚
管
抄
』
巻
第
六
に
は
、
通
親
自

身
が
内
大
臣
に
な
ら
ん
が
た
め
の
謀
事
で
あ
る
と
し
て
頼
実
が
怒
っ
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
恐
ら
く
通
親
が
内
大
臣
に
昇
る
た
め
に
、
摂
政
基
通
の
嫡
男
家

実
を
右
大
臣
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
右
大
臣
の
頼
実
を
体
よ
く
名
誉
職
に
押
し

や
っ
た
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
ろ
う
。
「
一
の
人
」
と
は
言
え
、
太
政
大
臣
は

則
閑
の
官
で
あ
る
か
ら
煩
実
が
怒
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

建
仁
三
年
二
二
〇
三
）
　
に
は
、
宗
煩
と
死
別
し
た
掴
三
位
兼
子
を
妻
に
し
、

女
寛
子
を
土
御
門
天
皇
に
入
内
さ
せ
て
い
る
。
頼
実
の
本
意
は
、
父
経
宗
の
如

（2）

く
一
の
上
・
左
大
臣
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
結
局
叶
え
ら
れ
ず
、
承
元
二

年
二
二
〇
八
）
既
に
辞
し
て
い
た
太
政
大
臣
に
還
任
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
入
内
さ
せ
た
霹
子
が
子
を
成
さ
な
か
っ
た
上
、
皇
位
は
順
徳
天
皇
に

移
っ
た
。
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
出
家
し
（
法
名
虹
性
）
、
嘉
穂
元
年
二

二
二
五
）
　
七
十
一
歳
で
没
し
た
。

歌
人
と
し
て
の
頼
実
は
、
『
広
田
社
歌
合
』
に
出
詠
し
た
の
を
始
め
と
し
て
、

以
後
『
中
宮
佳
子
和
歌
会
』
『
京
極
殿
初
度
和
歌
会
』
『
俊
成
九
十
賀
』
『
宇
治

御
幸
和
歌
会
』
『
新
古
今
和
歌
集
尭
宴
和
歌
』
『
順
徳
院
内
裏
詩
歌
合
』
『
鳥
羽

殿
庚
申
和
歌
会
』
な
ど
に
出
詠
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
後
鳥
羽

（3）

院
展
記
』
逸
文
建
保
二
年
十
月
十
四
日
桑
に
よ
る
と
、
「
和
歌
所
権
長
者
」
に

補
せ
ら
れ
る
な
ど
、
な
か
な
か
興
味
深
い
人
物
で
あ
る
。
『
千
載
集
』
以
下
の

勅
撰
集
に
も
二
十
一
首
入
集
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
別
の
機
会
に
報
告
し
た
い
。

二
、
俊
成
「
春
日
野
」
詠

さ
て
、
頼
実
歌
の
詞
書
に
あ
る
俊
成
の
歌
、

春
日
野
の
お
ど
ろ
の
路
の
む
も
れ
水
す
ゑ
だ
に
神
の
し
る
し
あ
ら
は
せ

は
、
『
長
秋
詠
藻
』
に
増
補
さ
れ
て
い
る
治
承
二
年
（
二
七
八
）
「
右
大
臣
家

百
首
」
述
懐
題
の
一
首
（
五
五
九
）
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
明

神
へ
子
孫
の
栄
達
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
述
懐
題
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ

う
に
、
俊
成
自
身
の
不
遇
意
諭
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

「
お
ど
ろ
の
路
」
は
漢
語
「
辣
路
」
、
即
ち
公
卿
の
異
称
で
あ
る
。
「
む
も
れ

水
」
と
は
、
草
木
の
陰
に
隠
れ
て
流
れ
る
水
の
意
で
、
正
三
位
の
公
卿
で
あ
り

な
が
ら
皇
太
后
宮
大
夫
を
極
官
と
し
た
俊
成
自
身
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
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に
、
一
度
は
表
面
を
流
れ
て
い
た
水
が
地
中
に
埋
れ
、
人
目
に
つ
か
ず
流
れ
る

と
い
う
伏
流
水
の
イ
メ
ー
ジ
も
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
権
大
納
言
長
家
を
祖
と

す
る
家
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
俊
忠
以
降
顕
官
に
つ
け
ず
埋
れ
て
い
る
こ
と

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
せ
め
て
子
孫
で
あ
る
「
す
ゑ
」
だ
け
で
も
神
の
霊
験
に
よ
っ

て
栄
進
さ
せ
、
も
と
の
家
格
に
戻
し
て
下
さ
い
、
と
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
年
俊
成
は
六
十
五
歳
、
「
す
ゑ
」
を
定
家
と
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か

定
か
で
は
な
い
が
、
彼
は
十
七
歳
で
、
や
っ
と
『
賀
茂
別
雷
社
歌
合
』
に
出
詠

し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

三
、
定
家
任
参
議

そ
の
後
、
三
十
六
年
を
経
た
建
保
二
年
二
二
一
四
）
定
家
は
参
議
に
任
ぜ

ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
前
、
建
暦
元
年
二
二
一
一
）
　
九
月
八
日
に
従
三

位
に
叙
さ
れ
、
上
達
部
（
公
卿
）
　
の
仲
間
入
り
を
す
る
。
こ
の
時
、
雅
経
と
家

隆
か
ら
慶
び
の
歌
を
贈
ら
れ
、
定
家
は
歌
を
返
し
て
い
る
（
二
三
九
八
二
二
二

九
九
）
が
、
実
は
蔵
人
頭
を
望
ん
で
い
た
の
に
侍
従
に
再
任
さ
れ
、
不
本
意
な

次
第
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
建
保
二
年
二
月
十
一
日

侍
従
は
も
と
の
ま
ま
で
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
や
は
り
家
隆
が
慶
び
の
歌
を
送
っ

て
来
た
。
そ
の
歌
（
二
四
〇
〇
）
は
、
二
三
九
八
二
三
一
九
九
に
続
い
て
『
拾

遺
愚
草
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

と
は
申
し
か
ど
、
し
づ
み
ね
る
事
を
の
み
な
げ
き
侍
L
に
、
思
よ
ら

ざ
り
し
参
議
の
閑
に
、
お
は
く
の
上
臓
を
こ
え
て
な
り
て
侍
り
し
あ

し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
蜘

臥
し
て
お
も
ひ
起
き
て
も
身
に
や
あ
ま
る
ら
ん
こ
よ
ひ
の
春
の
袖
の
せ
は

さ
は

返
し

う
れ
し
て
ふ
た
れ
も
な
べ
て
の
事
の
は
を
け
ふ
の
わ
が
身
に
い
か
ゞ
こ
た

へ
む

詞
書
の
「
と
は
申
し
か
ど
、
し
づ
み
ぬ
る
事
を
の
み
な
げ
き
侍
り
し
」
は
、
前

述
の
侍
従
再
任
の
不
本
意
さ
を
暗
示
さ
せ
る
言
辞
で
あ
る
が
、
そ
の
故
に
「
思

よ
ら
ざ
り
し
参
議
の
閑
に
、
お
は
く
の
上
膳
を
こ
え
て
」
　
に
は
、
望
外
の
喜
び

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
参
議
の
閉
」
と
は
、
参
議
で
あ
っ
た
坊
門
隆
清
が
二

月
七
日
死
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

頼
実
の
歌
の
詞
書
に
も
、
「
前
中
納
言
定
家
は
か
ら
ざ
る
に
参
議
に
任
ぜ
ら

れ
侍
り
し
あ
し
た
」
と
あ
り
、
家
隆
歌
と
同
じ
く
、
任
官
の
翌
日
二
月
十
二
日

に
定
家
の
も
と
に
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
家
隆
・
頼
実
両
歌
の

詞
書
に
言
う
如
く
、
定
家
の
任
参
議
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
頼
実
と
定
家
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
と
も
思
わ

れ
な
い
。
頼
実
は
定
家
よ
り
七
歳
年
長
で
、
こ
の
時
は
六
十
歳
、
前
太
政
大
臣

で
あ
る
。
『
明
月
記
』
は
任
参
議
の
日
の
記
事
が
な
い
上
、
後
の
頼
実
弟
去
の

日
の
記
事
も
な
い
の
で
、
定
家
の
頼
実
評
を
窺
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
っ
と

も
、
頼
実
の
妻
で
あ
る
兼
子
の
と
こ
ろ
へ
は
、
除
目
の
事
を
頼
む
為
、
以
前
か

ら
悪
口
を
言
い
な
が
ら
も
通
っ
て
い
た
し
、
吉
富
庄
に
関
し
て
は
兼
子
に
横
領

19－



さ
れ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
り
し
て
は
い
る
。

四
、
俊
成
と
頼
実

額
実
が
定
家
に
歌
を
贈
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
詞
書
に
も
言
う
如
く
俊
成
へ
の

追
懐
の
念
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
頼
実
が
最
初
に
出
詠
し
た
と
思
わ
れ
る

『
広
田
社
歌
合
』
は
、
承
安
二
年
二
一
七
二
）
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
判
者

は
俊
戊
で
、
煩
実
は
意
外
な
好
成
績
を
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
千
載
集
』

に
も
四
首
の
歌
が
入
集
し
て
お
り
、
彼
の
力
量
か
ら
す
れ
ば
、
随
分
厚
遇
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
以
後
、
頼
実
と
俊
成
の
交
流
を
示
す
も
の
は
確
認

し
得
な
い
が
、
若
き
日
か
ら
頼
実
に
と
っ
て
俊
成
は
和
歌
の
大
先
達
と
し
て
尊

敬
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

建
仁
三
年
二
二
〇
三
）
九
月
十
五
日
の
『
明
月
記
』
に
は
、
「
於
院
殿
下

大
相
国
九
十
賀
事
評
定
、
頭
弁
書
定
文
」
と
あ
る
。
俊
成
九
十
賀
に
つ
い
て
、

事
前
に
院
の
御
所
で
良
経
と
頼
実
が
評
定
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
頼
実
は

歌
人
と
し
て
良
経
と
共
に
院
の
命
を
受
け
、
沙
汰
を
し
た
の
で
あ
る
。
屏
風
歌

の
作
者
に
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
賀
の
当
日
は
講
師
を
勤
め
、

老
が
よ
に
千
よ
経
ん
き
み
を
待
つ
け
て
む
か
し
の
袖
や
身
に
余
る
ら
ん

の
歌
を
詠
じ
て
い
る
。

頼
実
の
和
歌
に
は
多
分
に
椀
門
の
余
技
的
な
要
素
は
あ
ろ
う
が
、
歌
人
と
し

て
、
若
き
日
よ
り
俊
成
に
親
近
感
と
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
俊
成
没
後
、
定
家
が
参
議
に
な
っ
た
時
、
煩
実
に
は
俊
成
の
一
首
が

思
い
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
頼
実
歌
の
意
は
、
そ
の
昔
父
上
が
「
お
ど
ろ

の
路
」
の
歌
を
詠
ん
で
祈
念
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ
な
た
が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
て

名
実
共
に
「
お
ど
ろ
（
公
卿
）
」
　
の
道
を
歩
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
今
日
こ
そ
、

父
上
の
歌
が
春
日
大
明
神
の
し
る
し
と
な
っ
て
顕
れ
た
と
御
覧
に
な
っ
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

五
、
頼
実
と
「
右
大
臣
家
百
首
」

頼
実
の
思
い
起
こ
し
た
一
首
「
春
日
野
」
詠
は
、
治
承
二
年
「
右
大
臣
家
百

首
」
で
の
俊
成
詠
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
十
六
年
前
の
俊
成
の
「
右

大
臣
家
百
首
」
を
、
頼
実
は
知
悉
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
千
載
集
』
秋
上
二
九
〇
に
は
頼
実
の
次
の
よ
う
な
歌
が
入
集

し
て
い
る
。

百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
時
、
月
歌
と
て
よ
み
侍
り
け
る右

衛
門
督
頼
実

つ
ね
よ
り
も
身
に
ぞ
し
み
け
る
秋
の
野
に
月
す
む
夜
は
の
荻
の
う
は
風

詞
書
の
百
首
歌
は
、
勿
論
私
的
な
百
首
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
歌
題
の
「
月
」

は
「
右
大
臣
家
百
首
」
の
歌
題
で
も
あ
る
。
頼
実
も
「
右
大
臣
家
百
首
」
に
参

加
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
俊
成
歌
を
思
い
起
こ
し
た
こ
と
も
鎮
か
れ
る
の
で
あ

る
。

「
右
大
臣
家
百
首
」
は
、
残
念
な
が
ら
散
逸
を
余
儀
な
く
し
た
為
、
詳
細
な

全
体
像
は
不
明
で
あ
る
が
、
逸
文
集
成
に
よ
る
本
文
の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
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る
。
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
参
加
者
は
十
九
人
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小
島
孝

（4）
之
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
以
外
の
参
加
者
の
可
能
性
と
し
て
は
、
官
人
グ
ル
ー
プ

か
、
女
房
グ
ル
ー
プ
か
に
考
え
ら
れ
、
前
著
で
は
身
分
順
の
配
列
原
則
が
厳
密

に
守
ら
れ
て
お
り
、
基
輔
と
資
隆
の
間
、
す
な
わ
ち
従
四
位
下
か
ら
正
五
位
下

程
度
の
歌
人
が
あ
り
得
る
と
言
う
。

し
か
し
、
小
島
氏
の
博
捜
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
歌
人
は
見
当

ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
頼
実
は
こ
の
時
正
四
位
下
で
あ
り
、
ま
ず
身
分
の
点
で

無
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
中
宮
佳
子
和
歌
会
』
に
出
詠
し
て
い
る
と
は
言
え
、

兼
実
家
と
の
深
い
交
流
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
小
島
氏
の
言
わ
れ
る
「
常
舐
候

男
共
」
（
『
玉
稟
』
）
　
の
条
件
に
も
勿
論
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
や
は
り
「
右
大
臣

家
百
首
」
　
の
参
加
者
と
は
考
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

六
、
御
子
左
家
三
代

さ
て
、
俊
成
の
「
春
日
野
」
詠
は
『
保
延
の
こ
ろ
お
ひ
』
に
入
れ
ら
れ
て
い

（5）

る
。
松
野
陽
一
氏
に
よ
る
と
、
『
保
延
の
こ
ろ
お
ひ
』
は
『
千
載
集
』
編
纂
時

の
資
料
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
自
撰
詠
藻
で
あ
る
。
俊
成
に
と
っ
て
、
「
春

日
野
」
詠
は
述
懐
歌
と
し
て
の
内
容
的
に
も
思
い
入
れ
の
深
い
作
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
が
、
結
局
こ
の
詠
は
『
千
載
集
』
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
『
新
古
今
集
』
編
纂
の
時
、
定
家
達
（
撰
者
名
注
記
は
有
家
・
定

家
・
家
隆
・
雅
経
）
　
に
よ
っ
て
、
神
祇
一
八
九
八
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（6）

の
で
あ
る
。
更
に
、
定
家
は
『
定
家
八
代
抄
』
（
『
二
四
代
集
』
）
　
に
も
こ
の
詠

（7）

を
入
れ
て
い
る
。
樋
口
芳
麻
呂
氏
に
よ
る
と
、
『
定
家
八
代
抄
』
草
稿
本
の
成

立
は
、
建
保
三
年
二
二
一
五
）
　
正
月
十
三
日
以
後
同
四
年
正
月
五
日
以
前
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
頼
実
が
定
家
に
任
参
議
の
慶
び
の
歌
を
贈
っ
た
の
が
、
建

保
二
年
二
月
十
二
日
で
あ
る
。
定
家
が
『
新
古
今
集
』
か
ら
「
春
日
野
」
詠
を

『
八
代
抄
』
　
へ
選
ぶ
時
、
頼
実
の
贈
歌
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
俊
成
・
定
家
親
子
に
と
っ
て
重
要
な
一
首
だ
っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

そ
の
後
、
俊
成
孫
の
為
家
が
「
春
日
野
」
詠
を
含
む
顧
実
当
該
歌
を
『
統
後

撰
集
』
に
入
れ
る
。
つ
ま
り
、
俊
成
詠
は
子
の
定
家
に
よ
っ
て
『
新
古
今
集
』

へ
入
れ
ら
れ
、
更
に
孫
の
為
家
に
よ
っ
て
、
頼
実
歌
の
詞
書
の
形
で
『
続
後
撰
一

集
』
に
も
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
為
家
の
撰
歌
意
図
は
、
頼
実
歌
が
秀
歌
　
2
1

で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
頼
実
歌
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
俊
成
の
－

悲
願
と
父
定
家
の
任
参
議
と
い
う
慶
事
を
改
め
て
確
認
し
顕
彰
す
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
き
ず
、
俊
成
・
定
家
同
様
勅
撰
撰

者
と
な
っ
て
、
一
門
の
極
め
て
私
的
な
詠
を
自
ら
採
歌
し
得
る
為
家
の
感
慨
を

も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

為
家
は
、
『
続
後
撰
集
』
を
撰
進
す
る
十
年
前
の
仁
治
二
年
二
二
四
二

四
十
四
歳
の
時
、
既
に
権
大
納
言
に
な
り
、
父
定
家
の
官
を
も
し
の
い
で
い
た
。

俊
成
の
悲
願
成
就
は
定
家
ま
で
の
二
代
で
は
末
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
為
家

へ
の
三
代
を
経
て
始
め
て
、
御
子
左
家
始
祖
長
家
・
二
代
忠
家
の
官
に
復
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
む
も
れ
水
」
が
「
す
ゑ
」
　
に
な
っ
て
、



ま
さ
し
く
「
し
る
し
」
を
「
あ
ら
わ
」
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
為
家
が
頼
実
歌
を
『
続
後
撰
集
』
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始

め
て
「
春
日
野
」
詠
は
必
要
十
分
の
完
結
を
見
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い

み
じ
く
も
『
尾
張
の
家
苗
』
が
「
春
日
野
」
詠
に
つ
い
て
、
「
御
子
定
家
掴
中

納
言
、
御
孫
為
家
卿
大
納
言
に
て
再
び
家
の
栄
え
L
は
、
此
の
歌
の
感
応
あ
る

に
似
た
り
」
と
注
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

勅
撰
集
に
一
度
入
っ
た
歌
が
再
び
他
の
勅
撰
集
に
入
れ
ば
、
そ
れ
は
重
出
で

あ
る
。
し
か
し
、
詞
書
の
形
で
も
う
一
度
他
の
勅
撰
集
に
入
る
（
或
い
は
そ
の

道
も
考
え
ら
れ
る
が
）
　
の
は
、
全
く
差
し
支
え
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
例
は
他
に
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
「
春
日
野
」
詠
の
場
合
の
如
く
、

勅
撰
撰
者
自
身
の
手
で
そ
れ
が
意
図
的
に
な
さ
れ
た
例
は
珍
し
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

（8）

俊
成
が
一
門
の
栄
達
を
祈
っ
た
歌
は
他
に
む
多
い
が
、
そ
の
中
の
一
首
が
、

は
か
ら
ず
も
頼
実
の
歌
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
御
子
左
家
の
悲
願
と
成
就

と
い
う
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
頼
実
詠
は
秀
逸

歌
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
が
、
御
子
左
家
三
代
に
と
っ
て
は
、
な
く
て
は
な
ら

な
い
因
縁
の
一
首
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

※
　
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
　
に
拠
り
、
表
記
は
私

意
に
よ
る
。

※
　
標
題
他
で
「
御
子
左
家
」
と
し
た
が
、
こ
の
称
は
便
宜
的
に
用
い
た
も
の

で
、
俊
成
・
定
家
・
為
家
の
時
代
に
そ
の
家
を
「
御
子
左
家
」
と
言
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
『
和
歌
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）
　
の
当
該
項
に
井

上
完
姓
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

［注］
（
1
）
　
天
皇
の
沙
汰
と
称
し
て
、
後
白
河
院
叡
覧
中
の
桟
敷
に
板
を
打
ち
つ
け
た
と
い

う
（
『
平
治
物
語
』
下
、
『
恩
管
抄
』
巻
第
五
）
。

（
2
）
　
　
『
恩
管
抄
』
巻
第
六

（
3
）
　
平
林
盛
得
「
後
鳥
羽
天
皇
后
記
切
と
宗
記
逸
文
」
（
『
古
典
研
究
会
創
立
二
十
五

周
年
記
念
　
国
書
洪
籍
論
集
』
　
汲
古
書
院
　
平
成
三
年
）
逸
文
で
は
「
十
月
十

四
日
乙
亥
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
九
月
十
四
日
乙
亥
」
が
正
し
い
。

（
4
）
　
小
島
孝
之
「
治
承
二
年
右
大
臣
家
百
百
の
新
出
資
料
と
そ
の
考
察
」
（
『
国
語
と

国
文
学
』
第
五
七
巻
第
十
号
　
昭
和
五
五
年
十
月
）

（
5
）
　
松
野
陽
一
『
藤
原
俊
成
の
研
究
』
（
笠
間
昏
院
　
昭
和
四
八
年
）

（
6
）
　
額
実
は
『
新
古
今
集
』
の
尭
宴
に
参
加
し
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
或
い
は
、
俊

成
詠
の
『
新
古
今
集
』
　
へ
の
入
集
が
、
額
実
に
当
該
歌
を
詠
ま
せ
る
契
機
と
な
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
）
　
樋
口
芳
麻
呂
『
定
家
八
代
抄
と
研
究
』
（
未
刊
国
文
資
料
第
一
期
　
昭
和
三
一

二
年
）

（
8
）
　
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
講
談
社
　
昭
和
五
二
年
）
第
八
巻
四

〇
四
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。I

や
ま
さ
き
・
け
い
こ
、
鹿
児
島
女
子
大
学
1
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